
様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

去
入I

轄理番号 13

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･蕊談儲穂債患 資料ｲ賊費･資料購ｽ費･事務費･事諦i費･人件費

内 容 団会議（交通費駐車料金）

年月 日 令和6年5月 9日～ 年 月 日 金 額 3 ， 720円

目的
県庁にて臨時議会等について会派内で会議を行う

使途
交通費（

駐車料金

新富士～静岡往復）

関連性

臨時議会対応等について会派内で会議を行い、今後の県政に反映していく

く領収書貼付枠＞

※支払者早jl l育子
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領1又書金額(a)

3
, 720円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

3 》 720円



様式第1－1号

支出証拠害

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

籍j皐杳号 14

経費項目 錘･研修費･広聴広報費･蕊談購瀧債･会議費･資料ｲ鍼費･資料購ﾇ費･事務費･事諏漬･人件費

内 容 県政調査費（交通費駐車料金）

年月 日 令和6年5月10日～ 年 月 日 金 額 3 》 720円

目的
県庁にて、人口減少および少子化対策の県の取組について担当者から説明を受ける

使途
交通費（

駐車料金

新富士～静岡往復）

政務活動・

県政との

関連性

人口減少および少子化対策の県の取組等について担当者から説明を受け､現状と課題を整

理し、今後の質問等につなげ県政に反映していく

く領'又書貼付枠＞

※支払者早川育子
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

3, 720円

案分率(b)

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

3 ， 720円
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様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

轄理番号 15

経費項目 趣 ･研修費･広聴醐濱･要調誇瀧媛･会議費･資料帽ｵ漬･鮮購入費･事務費･事務所費･人件費

内 容 県政調査（高速料金）

年月 日 令和6年5月13日～ 年 月 日 金 額 2 ， 020円

目的
県庁にて、少子化対策について担当者より現状を伺い課題を調査する

使途
高速料金（富士川～日本平久能山 日本平久能山～富士川 ）

政務活動．

県政との

関連性

少十化対東について担当者より説明を堂け、視;伏と冒雑員について整理し、今後の県政に反

映していく

く領収書貼付枠＞
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利用証明書

ご▼
NExrn

中日本

KEXCO中日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号． ：T4180001056169

料金所(自） 富士川スマート

料金所(至） 日本平久能山

24年 5月13R 9時45分

通行料金 ￥1 ’ 010－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10%です。

取扱番号

Al5405-135150-172230 ⑬
※水利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。
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中日本

KEXCO中日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号- ：T4180001056169

料金所(自） 日本平久能山

料金所(至） 富士川スマート

24年 5月13R16時25分

通行料金 ￥1 ， 0］0－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10％です。

取扱番号

A15405-135150-173337 ⑯
※水利用証明書はETC利用照会サーピ
スで印字されたものです。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2
》 020円

案分率(b)

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

2 ， 020円



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

鑿理番号 16

経費項目 緬診 ･研修費

内 容 公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー会費

年月 日 令和5年5月13日～ 年 月 日 金額 11 ， 000円

会の趣旨．

目 的

少子高齢・人口減少社会において福祉専門職による研修や定期的情報発信により、質の高

い福祉サービスが提供されることを目的とする

会の活動

内容等

･研修会の開催

･定期的な情報誌の発行

政務活動．

県政との

関連性

少子高齢・人口減少社会において福祉専門職による研修報告や定期的情報発信を受け、必

要なサービスの充実や人材確保などについて政策発言につなげ、県政に反映させていく

く領収書貼付枠＞

※別紙添付

※添付書類:団体の会則･事業概要･鋤（ 定款 ）

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

、 11 ， 000円

案分率(b)

／

100%

政務活動費支 過額(a×b)

11 ） 000円



領 収 証
No.3155

早川育子様

（）

但し2024年度年会費（早川育子様分） として

2024年5月13日上記正に領収いたしました

インボイス登録番号T6011105004805

潮も公益社団法人日本医療ｿｰｼ
会長野口

I

〒162-0065東京都新宿区住吉町8－20
TEL:03-5366-1057

四



公益社団法人白本医療社会福祉協会定款

第1章総則

(名称）

1条本会は、公益社団法人日本医療社会福祉協会と称する。

(事務所）

2条本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

第

庁庁

弟

第2章目的及び事業

（目的）

第3条本会は、保健医療分野における福祉サービスの充実及び向上を図り、あらゆる地域において

社会福祉士による福祉サービスが提供される環境を整備するため、保健医療分野における社

会福祉に閏する調査研究及び社会福祉活動の普及啓発と保健医療に携わる社会福祉士の専

門的知識及び技術の向上に努め、もって公衆衛生の向上並びに社会福祉の増進に寄与するこ
とを目的とする。

（事業）

第4条本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

（1）保健医療分野における社会福祉士の業務実態等の調査を蟇に、福祉サービスの充実及び
向上を図る事業。

（2）保健・医療・福祉の各サービスが連携を保持し、総合的に提供されるために必要なソー
シャルワークに閏する調査研究。

（3）保健医療分野における社会福祉士の業務について国民の理解を求め、社会福祉士による

福祉サービスが活用される環境を整備する事業。

（4）保健医療に携わる社会福祉士の専門的知識及び技術の向上のための研修等の実施。

（5）社会福祉学を墓にした専門的知識および実務経験を有する社会福祉士に対して資格を付

与し、菫格者による福祉サービスの向上を図る事業。

（6）国内外の保健医療分野における社会福祉活動に従事している者（以下「ソーシャルワー

カー」という）の団体等と連携し、高齢者、障害者、生活困莞者及び災害被災者に対す

るソーシャルワーカーの活動を支援することを逼じて社会に貢献する事業。

（7）その他本会の目的を達成するために必要な事業。

2前項第1号ないし第5号の事業は日本全国で行い、第6号の事業は日本全国及び諸外国で
行う。



第3章会員

（種別）

第5条本会の会曼は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に閏する法律
における社員とする。

（1）正会員本会の目的に薑同して入会した社会福祉士の資格を有する個人

（2）寶助会員本会の事業を寶助するため入会した個人又は団体

（3）名誉会員本会の事業に功労のあった者で理事会において名書会員とすることを承認され
た個人、または、学識経験者で理事会において入会を承認された個人

（入会）

第6条本会の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込言を代表理事に提出す
ることにより、入会を申し込むものとする。

2代表理事は、入会申込薑を受領したときは、意見を付して理事会に諮り、理事会が入会を
承認したときは、入会申込者にその旨を遍知する。

3入会申込者は前項の理事会承認決議がなされたときに会員の資格を取得する。
（入会金及び会費）

第7条正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2寶助会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
（退会）

第8条会員は、理事会において別に定める退会届を代表理事に提出することにより、いつでも退会
することができる。

（除名）

第9条会員が次の各号の－に該当する場合には、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3

分の2以上に当たる多数の決議をもって、除名することができる。この場合、代表理事は、

除名決議の対象となる会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、
社員総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

（1）本会の定款又は規則に違反したとき。

（2）本会の名言を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

（3）その他除名すべき正当な事由があるとき。

2代表理事は、前項により除名の決議がなされたときは、速やかに当該会員にその旨を通知し
なければならない6

（会員の資格喪失）

第10条前2条の場合のほか、会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
（1）後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

（2）死亡し、若しくは失跨宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)入会金の支払を怠り、納入期限から1か年以上経過しても支払わないとき。

（4）会薑を滞納し、その滞納額が2か年分以上となったとき。

（5）総社員の同意があったとき。

（倫理綱領の遵守）



第11条ソーシャルワーカーである本会の会員は、その使命にふさわしい倫理を自覚し、社員総会で
定められた倫理綱領を遵守しなければならない。

2理事会は､ソーシャルワーカーが前項の倫理綱領に反する行為をしたとの苦情を申立てられ、
懲戒を相当と判断するときは、懲戒処分を決定することができる。

S懲戒手続に閨する規則その他懲戒に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。
（拠出金品の不返還）

第12条本会は、会員の資格を喪失した者に対し、既納の入会金、会薑及びその他の拠出金品を返還
しない。

第4章社員総会

（構成）

第13条社員総会は、すべての社員をもって構成する。
（権限）

第14条社員総会は、次の事項について決議する。
（1）社員の除名

（2）理事及び監事の選任又は解任

（3）貸借対照表及び揖益計算書（正味財産増減計算書）の承認
（4）定款の変更

（5）解散及び残余財産の処分

（6）その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
（開催）

第15条定時社員総会は、毎事業年度終了後Sか月以内に1回開催する。
2臨時社員総会は、次の各号の－に該当する場合に開催する。
（1）理事会が必要と認め招集を請求したとき。

（2）総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員が、代表理事に対し、社員総会の
目的たる事項及び招集の理由を示して招集を請求したとき。

（招集）

第16条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集す
る。

2代表理事は、前条第2項2号により招集の請求があったときは、その日から6週間以内に臨
時社員総会を招集しなければならない。

（議長）

第17条社員総会の讓長は、総会において、出席社員の中から選出する。
（議決権）

第18条社曼総会における議決権は、社員1名について1個とする。
（定足数）

第19条社員総会は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席しなければ開会することができな
い。

１
１



（決議）

第20条社員総会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の過半
数をもって行う。

2理事又は監襄を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに前項の決議を行わなけ
ればならない。

理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の

菫成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することと
する。

（書面表決及び委任）

第21条社員総会に出席できない社員は、あらかじめ遍知された事項について書面をもって讓決権を
行使し、又は他の社員を代理人として議決権行使を委任することができる。

2前項の場合における第19条及び第20条第1項の規定の適用については、その社員は出席
したものとみなす。

（議事録）

第22条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2議事録には、議長及びその社員総会において選任された議事録署名人2人以上が、害名、押
印しなければならない。

第5章役員

（役員の設置）

第23条本会に次の役員を置く。

（1）理事は25名以上30.名以内

（2）監事は2名以内

2理事のうち1名を会長、 3名以上5名以内を副会長、 3名以上5名以内を業務担当理事とす
る。

3前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に閨する法律に規定する代表理事とし、

副会長及び業務担当理事をもって同法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。
（役員の選任）

第24条理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
（理事の職務及び権限）

第25条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2代表理事は､法令及びこの定款で定めるところにより､本会を代表し､その業務を執行する。

3業務執行理享は、理薑会において別に定めるところにより、代表理事を補佐し、且つ本会の

業務を分担執行し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、その業務執
行を代行する。

（監臺の職務及び権限）

第26条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなけれ
ばならない。



2監事は、いつでも、理事及び事務局長に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状
況の調菫をすることができる。

（任期）

第27条役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに閨する定時社員総会
の終結の時までとする。

2任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、退任した役員の任期満了
までとする。

3役員が欠けた場合又はこの定款で定める役員の最低の員数が欠けた場合には、任期満了また

は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、その職務を執行しな
ければならない。

（解任）

第28条役員が次の各号の－に該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総
社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、解任することができる。この

場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

（1）心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
（報閣ﾘ'|'|）

第29条役員は無報凹ﾘ'|'|とする。ただし、常勤の役員に対しては、社員総会において別に定める報凹ﾘ'|'|等
を支給することができる。

2役員には費用を弁償することができる。

3第2項に閨し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が定める。

第6章琿事会

（檮成）

第30条本会に理事会を置く。

2理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権限）

第31条理事会は、次の職務を行う。

（1）本会の業務執行の決定

（2）理事の職務執行の監督

(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

（閏催）

第32条定期理事会は毎年3回以上開催する。

2臨時理事会は、次の各号の－に該当する場合に開催する。

（1）代表理事が必要と認めたとき。

（2）理事から理事会の目的を記載しだ書面により、招集の請求があったとき。

(3)監事から法令に基づく招集の請求があったとき。

（招集）

第33条理事会は、代表理事が招集する。



2代表理事は、理事会を招集するときは、理事に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項

を、理事会の7日前までに逼知しなければばらない。

3代表理事は、前条第2項第2号または第3号の請求があったときは、その日から14日以内

に臨時理事会を招集しなければならない。

（議長）

第34条理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

（議決）

第35条理事会における議決権は、理事1名について1個とする。

2理事会は、理事の過半数が出席しなければ開会することができない。

S理事会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した理事の過半数

を石って行う。

4理事会の目的である事項につき、特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができな

い。

5理事会の目的である事項につき、理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示

をしたときは、当該事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）

第36条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2議事録には、議長及び出席した監事が、署名・押印しなければならない。

第7章事務局

（事務局の設置等）

第37条本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2事務局には事務局長及び所要の職員を置く。

3事務局長及び主要な職員は、理事会の議決を経て代表理事が任免する。

4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第8章財産及び会計

（財産の構成）

第38条本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

（1）入会金及び会薑

（2）寄附金品

(S)事業に伴う収入

（4）財産から生ずる収入

（5）その他の収入

（財産の管理）

第39条本会の財産は、代表理事が管理し、その管理方法は社員総会の議決を経て代表理事が別に定

める。



（経寶の支弁）

第40条本会の経寶は、財産をもって支弁する。

（事業年度）

第41条本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

（事業計画及び予舅）

第42条本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに代

表理事が作成し､理事会の承認を得なければならない｡これを変菫する場合も､同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般

の閲鬘に供するものとする。

（事業報告及び決算）

第43条本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書、収支計舅

書、正味財産増減計算書貸借対照表及び財産目録等を作成し、監事の監査を受けた上で、

理事会承認を受けなければない。

2前項の承認を受けた書類については、定時社員総会に提出し、事業報告書についてはその内

容を報告し、その他の薑類については社員総会の承認を受けなければならない。

3第1項に定める書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲鬘に供す

るとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲鬘に供するものとする。

（1）監査報告

（2）理事及び監事の名簿

（3）理事及び監事の報閣ﾘ'|'|等の支給の基準を記載した書類

（4）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに閨する数値のうち重要なものを記載した

書類

（公益目的取得財産残額の算定）

第44条代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の設定等に関する法律施行規則第48条の規定

に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算出し、前条

第3項第4号の書類に記載するものとする。

（長期借入金）

第45条本会が資金の長期借入れを行うときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を

除き、社員総会に出席した社員の3分の2以上の議決を経なければならない。

（義務の負担権利の放棄）

第46条予壽で定めるものを除き、本会が新たに義務を負担し又は権利を放棄しようとするときは、

社員総会に出席した社員の3分の2以上の議決を経なければならない。

第9章定款の変更及び解散

（定款の変更）

第47条この定款は、社員総会において社曼の半数以上で毒決権総数の3分の2以上の毒決を経な

ければ変更することができない。

（解散）

第48条本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。



2前項の社員総会の決議は社員総数の4分の3以上の議決をもって行う。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）

第49条本会が公益認定の取消し処分を受けた場合または合併により本会が消滅する場合（その権利

義務を承継する法人が公益法人であるときを除く）には、社員総会の決議を経て、公益目的

取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日または当該合併の日から1か

月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法

人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

（残余財産のﾘ帯属）

第50条本会が清算する場合において有する残余財産は、社員の決議を経て、公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に
贈与する。

第10章公告の方法

（公告方法）

第51条本会の事業につき公告する必要がある場合の公告方法は主たる事務所の公衆の見やすい場
所に掲示する方法による。

第11章補則

（補則）

第52条この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別|こ定める。

（経過規程）

第53条この定款が成立する前に社団法人日本医療社会事業協会の正会員であった者は､社会福祉士の

資格を有していると否とを問わず、入会手続を経ることなく、第5条第1号の正会員となる。

2前項により正会員となる会員は入会金を支払う義務を負わない。

S この定款が成立する前に社団法人日本医療社会事業協会の賛助会員であった者は、入会手続

を経ることなく、第5条第2号の薑助会員となる。

附則

1 。 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に閏する法律及び公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に閏する法律の施行に伴う関係法律の整備等に閏する法律第106条第1項に定める

公益法人の設立の登記の日から施行する。

この法人の最初の代表理事は笹岡眞弓とする。

一般社団法人及び一般財団法人に閨する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に閨

する法律の施行に伴う閏係法律の整備等に閏する法律第106条第1項に定める特例民法法人

の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第41条の浜定にかかわらず、露散の

登記の巳の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

この定款は、 2011年5月28日に－部を改正し施行する。

この定款は、 2014年5月22日に一部を改正し施行する。

。
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様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

整理番号

経費項目鰯研修費･広職鰯濱･薪謝誇艤債･会議費･資料作潅･資料購ｽ費･事務費･蒻翔漬･人件費

内 容 県民意見聴取（駐車料金）

年月 日 令和6年5月18日～ 年 月 日 金 額 600 円

目的
ボランティア団体関係者と意見交換を行う

使途
駐車料金

政務活動．

県政との

関連性

静岡市内にてボランティア団体関係者と地域貢献、災害時対応等意見交換をおこない、今

後の県政に反映していく

く領収書貼付枠＞

静岡駅北パーキング
TELO54-252-0120

令頁｣l文言正
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一
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》
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合
鑑
お預り 600円
お釣り 0円

合計(税込）は消費税率10％対象です。

(公財）静岡市まちづくり公社

登録番号 T1080005006273

またのご利用をお待ちしております。

I

1

1

1

I

I

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

600円

案分率(b)

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

600円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

整理番号 18

経費項目 趣 ･研修費･広聴醇蹟･要謙情雪篭憤･会議費･資1sll賊費･資料購入費･事務費･事翻『費･人件費

内 容 県政調査（高速料金）

年月 日 令和6年5月24日～ 年 月 日 金額 2 , 100円

目的
県庁にて、代表質問内容について担当者より現状を伺い課題を調査する

使途
高速料金（富士川～静岡 日本平久能山～富士川）

政務活動．

県政との

関連性

6月定例会代表質問項目について担当者と意見交換し､県政について整理し、6月定例会

代表質問に反映していく

く領収書貼付枠＞
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利用証明書

ゴ▼
NEXEp

中日本

NEXCO中日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号． ：T4180001056169

料金所(自） 富士川スマート

料金所(至） 静岡

24年5月24R 9時4

通行料金

2分

￥1 ， 090

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10％です。

取扱番号

A16405-241904-630933 ⑬
※水利用証明書は厄TC利用照会サービ
スで印字されたものです。
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利用証

ゴ▼

明書
NEXEn

中日本

NEXCO中日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号:T4L80001056169

料金所(自） 日本平久能山

料金所(至） 富士川スマート

24年 5月24R15時44分

通行料金 ￥1 ， 010

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10％です。

取扱番号

Al6405-241904-631030 唖
※水利用証明書はETC利用照会サーピ
スで印字されたものです．
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2 》 100円

案分率(b)

／

100%

政務活動費支 額(a×b)

2, 100円



様式第1－1号

一

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

0蛍

D入

『eo円

80cJg

轄理番号

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･蕊識情謡鋤費⑳ 資料ｲ鰔費･資繩鴬入費･事務費･藷甥漬･人件費

内 容 団会議（交通費駐車料金）

年月 日 令和6年5月27日～ 年 月 日 金額 3 フ 720円

目的
県庁にて、新体制及び臨時議会等について会派内で会議を行う

使途
交通費（

駐車料金

新富士～静岡往復）

政務活動．

県政との

関連性

新体制及び臨時議会等について会派内で会議を行い、今後の県政に反映していく

く領収書貼付枠＞

※支払者早川育子

’
1

領収
尺

蕊
i pt

日

聿
自

様
2024.-5.27 登録番号: 131弱聴1831569

¥2，920(消費鱸”） 淵18％

〔クレジット柵い〕

職人商品 JR蕊車券鴬

驫織雛輿
新富士:IMV805"iT 68168-02 ：

り
こ
ｌ
ｉ
Ｉ

己
瞳
一
一
一
汐
、
、
訳
、
＃
‐
今
。
■
Ｆ
圏
１

Ｍ
栂
呼
郷
《
《
卿
剰
卿
伽
州
州

り

ふ
》
や
郷
》
緊
跨
一
一
輯
唖
沌
鍬
一
一
一

ｆ急

一
鋤
一
一
罹
一
》
呼
一
昼
一
伽
螺
一
》
一

千
咋
捗，Ｉ４

証
獄
“
《
画
“
際
灘
醗

マ
ト
痙
赫
賑
ゞ
‐
墨
や
４
．

似
湖
》
型
－
．
８
．
‐

額

彌識パ…*:ノグ

TEL:0545-62-05"

印胤淵申告＃

#'二つ舗罐輔

柵署蔚諦

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

3
ヌ 720円

案分率(b)

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

3 ， 720円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

’一一

轄理番号 20

経費項目 調査研繧･研修費･広聴醇蹟･雰談榛謡鱸･会議費･資粥昨印漬鯉･事務費･蒻甥漬･人件費

内 容 新閻購読料

年月 日 令和6年5月27日～ 年 月 日 金額 4 , 651 円

目的
情報収集のための新聞購読

使途
新聞購読料（静岡・朝日・富士・岳南）

政務活動．

県政との

関連性

日々、情報収集を行い、県政に対して提言・要望・調査依頼等を行うため

く領収書貼付枠＞

領収証（口座振替）

蕊麟蕊で割織■■■公明党県議団

（株） 星野新聞
静岡県富士市緑町1－28

登録番号:T2080102015011

本店 0545-52-0376

ご購読ありがとうございます。本証はご保存下さい。金額その他を訂正したものは無効です。

振

様

｜
’

喜譲i《4審沸蕊驚殺篝謹鷺爾蛾窪間

※朝日新聞朝刊
※静岡新聞
※岳南朝日新聞
※富士ニュース

10%対象 0
8%対象 9，302

暁.蝿に拳ﾔ獄禰器肺I

4,200

3,300
822

980

0）
9）68

1

1

1

1

(内消費税

(内消章税

:係 』毒 領収金額（含消喪税）

9,302
円

2024
年
05

月分

領収致しました。 （引落日）
2024 年 05 月

27
日

J幸

■

案分の理由

私用としての利用があ

るため案分する

領収書金額(a)

9 ， 302円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

4， 651円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

鑿琿番号 21

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･霊談艤誌鑛･会議費･資*昨成費鯉･事務費･藷翻漬･人件費

内 容 新聞購読料

年月 日 令和6年5月27日～ 年 月 日 金額 4 , 900 円

｢－－－－「

目的
情辛剛X集のための刃T間購読

使途
新聞購読料（日経・毎日）

関連性

日々、情報収集を行い、県政に対して提言・要望・調査依頼等を行うため

く領収書貼付枠＞

’

領収証兼自動振替済証
公明党県議団様

柚木460－7

7月からパリオリンピックが開幕となり

ます。その前にスポニチを読めば楽しさ
倍増！まずは1週間無料試読、お問い合
わせ下さい。

2024年5月分
（ 21） 760．00自振

漂了扉
(10%対象 0税 O)

ざ
致

ご
収

う
領

難
に

有
正

読
額

購
金

ど
の

度
記

毎
上

登

ま
ま

い
し

す。

した。

静岡県富士市本市場112番地

TEL:0545-61-0011IU

『

銘柄（＊は峰減税.皐奔『霞） 部数 金額 備考

*毎日新聞朝刊

*日本経済新聞

１
１

4，300

5,500

合計・今箱

9，8 |（ 'Q

案分の理由

私用としての利用があ

るため案分する

領収書金額(a)

9, 800円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

4, 900円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

轄理番号 22

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･蕊識情報鱸･会議費･資洲鰔費密･事務費･弱翻漬･人件費

内 容 新聞購読料

年月 日 令和6年5月27日～ 年 月 日 金 額 1 , 850 円

目的
情報収集のための新聞購読

使途
新聞購読料（読売）

政務活動．

県政との

関連性

日々、情報収集を行い、県政に対して提言・要望・調査依頼等を行うため

く領収書貼付枠＞

領収証

公明党県議団御中

新聞休刊日は6月10日付朝刊です

新聞の配達・集金等に関するお問合せは

お気軽に当店までお申し付け下さい

フリーダイヤル0120-185049

(証券恥 75-2024/05/2516:40:10)

2024年5月分
( 17) 173.00自振

…
(10%対象 0税 0）

毎度､ご愛読いただきまして
誠にありがとうございます
合計金額には､消饗税が
含まれています

’

銘緬（＊は#繁撒歴秤.率対袋） 部数 金額 備考

読売新聞朝刊 1 3,700

合計令額

3，7（ '0叩

案分の理由

私用としての利用があ

るため案分する

領収書金額(a)

3 ， 700円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

1
フ 850円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

甕人′材府葡呆等県の取糸E》
》 Wアト▽}匹

附
絹

j24.-h.2ヲ 登

2，920(消曹

ｕ
印
イ
ー

薫
司
へ
』

S00

判0［

;NMV804騨行 48158-＄

弓目（axt

整理番号 23

経費項目 擢･研修費･広聰広報費･蕊諏購瀧債･会議費･資料竹減費･資料購ｽ費･事務費･謡翻漬･人件費

内 容 県政調査費（交通費駐車料金）

年月 日 令和6年5月29日～ 年 月 日 金額 3 ， 720円

目的
県庁にて、 6月定例会代表質問内容ヒアリング

使途
交通費（

駐車料金

新富士～静岡往復）



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

整理番号 24

経費項目 鐙･研修費．広り紘報費･蕊調誇纈婚･会議費･資料桐j漬･資繩昔入費･事務費･事瀞『費･人件費

内 容 県政調査費（交通費駐車料金）

年月 日 令和6年5月30日～ 年 月 日 金額 3 ‘ 720円

目的
県庁にて、県立高校における不登校対策等担当者より説明を受ける

使途
交通費（

駐車料金

新富士～静岡往復）

政務活動．

県政との

関連性

県立高校における不登校対策等について担当者から説明を受け､今後の県政に反映してい

く

＜領収書貼付枠＞

※支払者早JI|育子

1

1

領収

雛
； 金 ；

ipt

菫
目

様
日 2024.-5.30 豊綴番号: 13130601931569
¥2，920(消費M"3) IM10%

｜ 〔クレジット柵い〕

鴫A商品 JR累車驚頽

黙撫樵織
新富士MW804辮丁 50138-02

fIM紺申告紬

l1につ銘蛎輔

柵署爾繩

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

3, 720円

案分率(b)

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

3 , 720円
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様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

轄理番号 25

経費項目 調査研究費･研修費･広聴醐濱･要議際講鑛･会議費･資料竹城費．録 ･事務費･謡漸費･人件費

内 容 資料購入費

年月 日 令和6年5月30日～ 年 月 日 金 額 4 夕 510円

目的
情報収集のための購読

使途
時事行財政情報購読料（5月分)、振込手数料

政務活動．

県政との

関連性

口々、 ’|有辛反LM乗乞ｲ丁い県｣灰に河し(1定吉・安睾・調宜1伐陥貝寺とｲ丁フ7こめ

、、 l声、▽1へ目〃、H1 斗 1 1 〆〆

■

…｜ご利用ありがとうございます。

内容をご確認いただきお持ち帰りください。

06.520.38 （裏面もご覧ください）

I

’
｜
’

1

1

Ⅱ

’

年月 日

061 1 15 i30

振替先店番･科目･口座番号

067

銀行番号
ﾛ■■■■

暉
画

何
方
。

科目
■■■■

口座番号
■■■■■■■■■■■■

■
郷

■ ■
3 谷

■■
心

。 ツ｜金額

0128 お引出し ￥4，070

お卿繊| ､粟”
njlIl) ｲ五・1-1'1) i千l lj] 15

＊＊＊＊＊＊】
JlOIj l】叩IIjl 1別|J1］ IlUl Ij1 I5IリD q l l』jl

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

おつり 残 高

＊*＊＊*＊*＊＊＊＊＊＊

キャッシング 手数料

￥440

時刻

1〃49 0137

お取扱い
できない場合

お
賑
醇
進
先
旺
制
。
こ
唯
詞

『犬

ミス帆ホ

ウチサイワイチヨウ

普通1598455

力）シ蝋シ、ツウシヵヤ様

ハヤカワ イグコ様

TELO545－62-4645

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

4， 510円

案分率(b)

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

4 ， 510円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

|’
蕾け、 6j=

1
面 ワト陣
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』’叉. . ，~” ’

bZ－050C

1崖合〕食尽－1
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隈
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ｈ
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》
身

剤
１
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０
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『
ざ
口
Ｕ
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ｎ
皿
ｍ
Ｕ１０帥３１

『
虹
Ｊ
Ｕ
Ｌ

－
Ⅱ
０
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「

。
一
コ
も

淵A商配

雑
hr宮一L圧Ⅲ

JR粟車誘9

齢蝋
904騨行胡”-0

].00000Z

圷1些呂者1

’

鑿理番号

経費項目 鐙･研修費･広獅醐潰･霊謝誇瀧債･会議費･資料作成費･資料’静費･事務費･雫濱･人件費

内 容 県政調査費（交通費駐車料金）

年月 日 令和6年5月31日～ 年 月 日 金額 3 フ 720円

目的
県庁にて、 6月定例会代表質問ヒアリング

使途
交通費（

駐車料金

新富士～静岡往復）

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

3
フ 720円

案分率(b)

／

100%

I攻務沽動賓支出誤(a×bノ

3, 720円



様式第1－4号

支出証拠書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・ 早川育子 ）【 5月分】

く領収書貼付枠＞く領収書貼

※別紙※別紙

籍j零万一 27

区分 前回給油(領収琴占付分)A 今回(直近の)給油B 総走行距離C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当額）

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行IMf (km)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行I"(km)/総走行距離（上記C) (km)

･充当限度割合による案分：領収書金額（円）×充当限度割合

走行M"(km) 積算方法※ 充当額（円）

円× km/ km

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますb 議員氏名

案分の理由

私用での利用があるため案

分する

領収書金額(a)

＞上、今シも

一円

案分率(b)

1／2

50%

政務活動費支出額(a×b)

//&4ﾉ3

＝←ギ1円



湖H年中無休で営業1

給油はｱﾎ｡､ｽﾃｰｼｮﾝｶｰがおすすめ1 1

驫瀧獺．
－－一二口

－-－－－－－－－－－－－－一一一一317865

ハートランド富士給油所
TELO545-52-3829

サガミシード株式会社
静岡県富士市日乃出町1
TELO545-52-3829

登録番号T3080101014475
霊卜。 2024年5月3日

11g20

24H年中無休で営業1
給油はｱﾎﾟﾛｽﾃｰｼｮﾝｶｰがおすすめ1 1

驫鰐蝋“
一一

一一一一一一一一一一一一一317865

ハートランド富士給油所
TELO545-52-3829

サガミシード株式会社
静岡県富士市日乃出町1
TELO545-52-3829

登録番号T3080101014475
ﾗ崇卜 2024年5月12日

10:33〆

24H年中無休で営業1
給油はｱﾎﾟﾛｽﾃｰｼｮﾝｶ･-ﾄﾞがおすすめ1 1

繧お客様控ゞ
1匹皿唾LI (クレジット領収書）
－－－ー一一一一一一-一一一一一---317365

ハートランド富士給油所
TELO545-52･-3829

サガミシード株式会社
静岡県富士市日乃出町1
TEL6545-52-3829

登録番号T3080101014475
=_l= 2024年5月16日
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Ｈ
出
しし千ユ

フー
P-31(内）

@168.0 2569円
P-13(内）

23．33L @166_O 3873円
01200． 00

15．29L

01200． 00
P-25(内）

38.14L @164.0 6255円
01200- 00

(内,QR油種値引 -@2.0 -76円）
二念一言卜 之”琴ら翻円
〔内、消費税等(10.00%） 234円〕
(内、 P支払可能全額 2,569円）
＜支払内訳＞

クレジット支払 2.512円
P支払 57円

一合言十 3ｺ巴了3円
(内、消費税等(10.00%） 352円）

合言十 6"2SS円
(内、消費税等(10.“%） 569円）
(内、 P支払可能金節 6.255円〕支払区分：一括

承認No.0000006791
端末識別番号二0817501317865
端末処理通番: 13421 ATC:0001
IC/MS識別子: IC
AID:AOOOOOOO651010
JCBCredit

カードシーケンス番号：01

DrivePayお間合せ箪量I■■■l
支払区分：一括
承認No.0000006809
端末処理通番:23045

胤懸滿謹霊U一－－ー
支払区分二一一括
承認No.0(1800n6783
端末処理通番目27936

一

2州年中無休で営業1

給油は蒜｡､ｽﾃｰｼｮﾝｶｰがおすすめ1 1

１
１
１

24H年中無休で営業！
給油はｱﾎ･ﾛｽﾃｰｼｮﾝｶｰがおすすめ1 1

‘ 識為。
▲一

一一一・・一一一一一一一--------317865

ハーートランド富士給油所
TELO545-52-3829

サガミシード株式会社
静岡県富士市日乃出町1
TEI_0545-52-3829

登録番号T3080101014475
壷卜 2024年5月27日

22:08

HAYAKAWA IKUKO様

お客様控え
IDE認曜鰹（クレジット領収書、

一一一一.－－－－－－－－－－－－－－．.317師5

ハートランド富士給油所
TELO545-52-3829

サガミシード株式会社
静岡県富士市日乃出町1
TELO545-52-3829

登録番号T3080101814475
霊；-－ 2024年5月21日

13g55

HAYAKAWA IKUK⑪様

"ofﾝf分

ﾕﾕ､ゲ銅一；”ノﾉ ﾁｭ言￥〃ﾕ〃(ｿ
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P-25(内）

@164.0 3595円

-@2.0 -43円）

21.92L

01200． 00

〔内,QR油種値引

）

LE光ｸﾚｼﾞｯI、

レキーヲー P-25(内）

@164J 6191円

-･@2.0 -75円）
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3f・マ肉1－

01200． 00

(内,深夜値引

支払区分：一括
承認No.0000006817
端末識別番号:0817501317865
端末処理通番:23411 ATC:0002
IC/MS識別子: IC
AID:AOOOOOOO651010
JCBCredit

カードシーーケンス番号：01

-含言卜 6"1gl円
(内、消費税等(10.00%) 563円）

一一一一再一一一一一一一一一＝－一一●bー

DrivePay"闘倉せ鶴
支払区分：一括
承認No.0000006825
端末処理通番：23874
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